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（
厚
生
労
働
委
員
会
）

独
立
行
政
法
人
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
法
案
（
閣
法
第
三
〇
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
特
殊
法
人
等
改
革
の
一
環
と
し
て
、
日
本
労
働
研
究
機
構
を
解
散
す
る
と
と
も
に
従
来
労
働
研
修
所
が
行
っ

て
き
た
事
務
を
移
管
し
て
独
立
行
政
法
人
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
を
設
立
す
る
た
め
、
そ
の
名
称
、
目
的
、
業
務
の
範
囲

等
に
関
す
る
事
項
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

法
人
の
名
称
及
び
目
的

１

名
称
は
、
独
立
行
政
法
人
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う

）
と
す
る
。

。

２

機
構
は
、
労
働
に
関
す
る
総
合
的
な
調
査
及
び
研
究
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
我
が
国
の
労
働
政
策
の
立
案
及
び
そ
の

効
果
的
か
つ
効
率
的
な
推
進
に
寄
与
し

も
っ
て
労
働
者
の
福
祉
の
増
進
と
経
済
の
発
展
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

、

。

二

資
本
金

機
構
の
資
本
金
は
、
政
府
か
ら
出
資
が
あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
た
金
額
と
す
る
ほ
か
、
政
府
は
、
予
算
で
定
め
る
金
額
の
範

囲
内
に
お
い
て
、
機
構
に
追
加
し
て
出
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三

役
員
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機
構
に
、
役
員
と
し
て
、
理
事
長
及
び
監
事
二
人
を
置
く
と
と
も
に
、
理
事
三
人
以
内
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

四

主
な
業
務

１

内
外
の
労
働
に
関
す
る
事
情
及
び
労
働
政
策
に
つ
い
て
の
総
合
的
な
調
査
及
び
研
究
等
を
行
う
。

２

労
働
問
題
に
つ
い
て
の
研
究
者
及
び
有
識
者
を
海
外
か
ら
招
へ
い
し
、
及
び
海
外
に
派
遣
す
る
業
務
を
行
う
。

３

１
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
成
果
の
普
及
及
び
政
策
の
提
言
を
行
う
。

４

厚
生
労
働
省
の
労
働
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
職
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
す
る
研
修
を
行
う
。

五

そ
の
他

１

日
本
労
働
研
究
機
構
は
、
機
構
の
成
立
時
に
解
散
す
る
。

２

日
本
労
働
研
究
機
構
法
は
、
廃
止
す
る
。

六

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


